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1. 議 事 日 程 

    （平成28年第１回菊陽町議会７月臨時会） 

                                    平成28年７月14日 

                                    午 前 10 時 開議 

                                    於   議   場 

 日程第１ 会議録署名議員の指名について 

 日程第２ 会期の決定について 

 日程第３ 諸般の報告 

 日程第４ 行政報告 

 日程第５ 町長提出議案第35号を議題 

 日程第６ 町長の提案理由の説明 

 日程第７ 議案第35号 平成28年度菊陽町一般会計補正予算（第３号）について 

 日程第８ 発委第１号 平成28年熊本地震からの復旧・復興に係る農商工事業者の支援事業の特

別な措置を求める意見書案について 

 日程第９ 発委第２号 平成28年熊本地震からの復旧・復興に係る特別な財政措置を求める意見

書案について 

 日程第10 発委第３号 被災者生活再建支援法の改正を求める意見書案について 

2. 出席議員は次のとおりである。        

  １番  大久保   輝 君            ２番  阪 本 俊 浩 君 

  ３番  西 本 友 春 君            ４番  那 須 眞理子 君 

  ５番  佐々木 理美子 君            ６番  中 岡 敏 博 君 

  ７番   本 孝 寿 君            ８番  吉 山 哲 也 君 

  ９番  北 山 正 樹 君            10番  坂 本 秀 則 君 

  11番  石 原 武 義 君            12番  岩 下 和 高 君 

  13番  大 塚   昇 君            14番  川 俣 鐵 也 君 

  15番  上 田 茂 政 君            16番  小 林 久美子 君 

  17番  甲 斐 榮 治 君            18番  渡  裕 之 君 

3. 欠席議員 

   な   し 

4. 職務のため会議に出席した事務局職員の職氏名 

  議会事務局長  堀   行 徳 君 

  書    記  山 川 真喜子 君 

  書    記  益 満   基 君 

5. 地方自治法第121条により説明のため出席した者の職氏名 

  町    長  後 藤 三 雄 君        副  町  長  井 手 義 隆 君 
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  教  育  長  赤 峰 洋 次 君        教 育 次 長  徳 淵 盛 也 君 

  総 務 部 長  吉 野 邦 宏 君        福祉生活部長  佐 藤 清 孝 君 

          松 本 洋 昭 君                山 﨑 謙 三 君 

          吉 川 義 則 君        総合政策課長  阪 本 浩 德 君 

  財 政 課 長  東   桂一郎 君        税 務 課 長  酒 井 章 彦 君 

  人権教育・啓発課長  高 木 定 伸 君        福 祉 課 長  西 本 一 浩 君 

          宮 本 義 雄 君        健康・保険課長  阪 本 章 三 君 

  介護保険課長  市 原 憲 吾 君        町 民 課 長  宮 川 照 之 君 

  西部支所長  服 部 誠 也 君                志 垣 敏 夫 君 

  建 設 課 長  小 野 秀 幸 君                大 山 陽 祐 君 
 

          今 村 敬 士 君                中 島 秀 樹 君 
 

  学 務 課 長  士 野 公 典 君                古 賀 直 之 君 

  図 書 館 長  矢 野 信 哉 君        農業委員会事務局長  川 上 一 弘 君 

        

  

会計管理者兼
会 計 課 長

総務課長補佐兼
総務法制係長 

産業建設部長兼 
商工振興課長 

生涯学習課長兼
中央公民館長 

産業建設部審議員兼
農 政 課 長 

産業建設部審議員兼 
環境生活課長兼 
下水 道課長 

福祉生活部審議員兼 
子育て支援課長 

総務部審議員兼 
総 務 課 長 

産業建設部審議員兼
都市計画課長 
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            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              開会 午前10時０分 

○議長（渡裕之君） おはようございます。 

 ただいまから平成28年第１回菊陽町議会臨時会を開会いたします。 

 これから本日の会議を開きます。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（渡裕之君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第127条の規定によって、15番上田茂政君、16番小林久美子君

を指名します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２ 会期の決定について 

○議長（渡裕之君） 日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りします。 

 本臨時会の会期は本日１日間としたいと思いますが、御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 異議なしと認めます。したがって、本臨時会の会期は本日１日間とするこ

とに決定をいたしました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第３ 諸般の報告 

○議長（渡裕之君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

 本会議に出席を求めた説明員の職氏名は、議席に配付のとおりです。 

 これで諸般の報告を終わります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第４ 行政報告 

○議長（渡裕之君） 日程第４、行政報告を行います。 

 町長から行政報告の申入れがあります。これを許します。 

 後藤町長。 

○町長（後藤三雄君） 皆様おはようございます。 

 議員各位におかれましては、平成28年第１回菊陽町議会臨時会をお願いしましたところ、大

変御多用の中、御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。 

 本年６月の定例会で報告いたしました平成28年熊本地震について、その後の状況を報告いた

します。 

 ６月定例会以降も余震は発生しており、安心して生活できない状態が続いていますが、新た

な被害の報告はあっていない状況であります。また、被災者支援や公共施設の復旧等について
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も、引き続き全力を挙げて取り組んできたところであります。 

 その後の状況について、まず罹災証明書の発行について報告いたします。 

 ７月12日現在の罹災証明書の交付状況は、申請件数が4,662件で、このうち現地での１次調

査を申し出られた件数が1,508件、さらに２次調査を申し出られた件数が343件となっていま

す。発行した証明書の交付件数は、建物の全壊・大規模半壊が66件、半壊が321件、一部損壊

が4,009件となり、交付率は94％となっております。残りは、家屋調査が済んでいない方や証

明書をとりに来られない方が266件となっています。 

 次に、災害義援金及び見舞金について報告いたします。 

 災害義援金につきましては、菊陽町災害義援金配分委員会を設置して配分を行うこととして

います。６月17日には第１回の義援金配分委員会を開催し、県から配分された義援金１億

3,624万円と、町に寄せられた義援金1,531万円の配分について協議をいたしました。その結

果、町に寄せられた義援金については、現在も対象となる家屋の罹災状況を調査中であるこ

と、町単独の義援金は現在もまだ寄せられており、確定していないことから、第１回目の交付

は、県から配分された義援金を配分基準どおりの、人的被害では重傷者８万円、住宅被害では

全壊が80万円、半壊・大規模半壊が40万円を配分することといたしました。６月２日までに罹

災証明を発行した方から６月29日までに申請のありました151件6,320万円を、７月８日に振り

込みを行いました。 

 また、見舞金は町の条例に基づき交付するもので、負傷者に２万円、住宅被害では全壊が

10万円、半壊・大規模半壊が５万円となっています。見舞金の申請受付も義援金と同時に受付

を行い、申請のありました150件785万円を同様に７月８日に振り込んでいます。今後も、義援

金、見舞金については随時受付を行い、毎週金曜日に振り込みを行ってまいります。 

 次に、被災者生活再建支援金について報告いたします。 

 住宅が全壊した世帯や大規模半壊の世帯、あるいは住宅が半壊の場合でもやむを得ず解体す

る場合、被災者生活再建支援金の支給対象となります。 高で基礎支援金が100万円、加算支

援金が住宅を建築、購入した場合等200万円の支給がありますので、合計300万円の支援金の交

付が受けられます。本町のこれまでの申請件数は48件となっています。 

 次に、災害後の心のケアサポートについて報告いたします。 

 小・中学校の児童・生徒に対する心のケアについては、学校再開直後から児童・生徒の状況

把握を行い、必要に応じて教育相談やスクールカウンセラー等によるカウンセリングや、この

期間中に震災によるものと考えられる欠席者には、町の要支援児童対策員やスクールソーシャ

ルワーカーが学校と連携したケアを行ってきたところであります。職員に対する心のケアにつ

いては、６月20日、21日の２日間、４班に分けて全職員を対象とした職員のメンタルヘルス研

修会を実施し、災害後における職員のストレス対処法などの説明を受け、心の健康保持に努め

ました。 

 また、要援護者や避難された方への心のケアサポートについては、被災者の皆様の中には今
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でも恐怖心や心に傷を残しておられる方がおられます。このため、高齢者や障害者などの災害

時要支援者や応急仮設住宅などに住んでおられる方など、特に見守りや健康相談などの対応が

必要な方に対して巡回訪問を行い、専門的な機関につなぐなどの必要に応じたケアを行ってま

いります。このことにつきましては、今回の補正でも予算計上しており、きめ細やかな心のケ

アサポート事業に取り組んでまいりたいと考えています。 

 次に、住まいの修理や確保などの支援について報告いたします。 

 家屋が半壊以上の人が対象の被災住宅の応急修理については、緊急に修理をする場合に修理

費用の一部を助成する制度で、１世帯当たりの上限額は57万6,000円であります。７月８日現

在の状況は、申込件数が159件で、修理を依頼した件数は56件となっています。 

 次に、県が借り上げた民間賃貸住宅に入居できるみなし仮設住宅については、住居が全壊、

大規模半壊、または半壊でも自らの住居に居住できない方が入居の対象で、本町では７月８日

現在のみなし仮設住宅の申込件数は29件となっています。入居の期間は、入居時から２年間と

なります。 

 また、応急仮設住宅については、光の森多目的広場に熊本県が建設を進め、５月末から工事

に取りかかり、６月末に20戸の仮設住宅が完成いたしました。熊本県の完了検査を経て７月６

日に入居者説明会を開催し、入居者の皆様にそれぞれの部屋の鍵をお渡ししたところでありま

す。応急仮設住宅についても、入居期間は２年間となります。 

 また、仮設住宅での生活をよりよい環境で過ごしていただくため、行政や入居者間のさまざ

まなパイプ役を担っていただく入居者の代表者を設け、役場職員ＯＢで辛川区の区長も務めら

れました酒井道治様に代表者になっていただきました。入居される皆様には、仮設住宅となり

ますが、安心して生活していただき、そして一日も早くもとの生活に戻っていただくよう願っ

ているところであります。 

 次に、損壊家屋の解体、撤去について御報告いたします。 

 熊本地震により家屋等が被災し、被災程度が半壊以上の場合、所有者の申請により町が直接

家屋の解体、撤去を行い、復旧・復興の促進を図ってまいります。６月17日に家屋解体申請手

続に関する住民説明会を行い、130名余りの方が出席されています。その後、22日から個別の

申請相談を開始し、７月12日までに120件の相談を受け、そのうち59件の申請受付を行いまし

た。熊本県との解体に係る協議も調いましたので、今月中には事業者との契約を締結し、早期

に解体工事に着手してまいります。 

 次に、農業関係について報告いたします。 

 農業関係の上井手は、大津町内において十数か所で落石、護岸崩壊により水路断面を阻害及

び閉塞しています。さらに、頭首工では流木、土砂が堆積しており、通水できない状況となっ

ていました。大津町、大菊土地改良区による復旧工事は、本年度中、水止めを行い、年度内に

復旧工事を完了するよう進められています。上井手の水止めは、営農ばかりではなく本町の消

防水利にも影響するため、大津町、大菊土地改良区と連携し、査定前着工ができるよう要望を
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行い、事前着工を認めていただきました。大津町及び大菊土地改良区では、早ければ９月初旬

には消防水利程度の水を流すことができるように取り組んでおられます。 

 また、上井手の受益地、全体では382ヘクタール、本町では原水地域の160ヘクタールになり

ますが、この受益地では水止めにより水稲の作付けができない状態になっていますので、その

間、水稲にかわる作物で営農できるよう国や県に働きかけてまいりました。その結果、当初は

畑作物だけが補助の対象作物でありましたが、ＷＣＳ用稲の栽培も熊本地震関連に限り承認す

ると補助対象作物に追加され、農家の意向が認められました。 

 下井手については、上流の大津町地内において７か所の護岸崩壊等が生じており、緊急工事

により６月上旬には通水が行われています。しかし、上井手同様に、頭首工では流木、土砂が

堆積しており、また上井手からの流入水がないため、末端での水不足を懸念しているところで

あります。 

 深迫ダムに水を供給している西原村の大切畑ダムの被害については、復旧の見通しが立って

いませんが、ダムから流れ出る水を利用する計画で、大切畑ダムから深迫ダムまでの間、損壊

した送水管の応急工事が熊本県により実施されています。この工事では、ダムからの流れ出る

水を利用する計画とされているため、深迫ダムへの安定的な用水の確保は難しいのではないか

と考えているところであります。 

 また、大切畑ダムが復旧事業で存続できるのか、復旧事業であればどのような復旧工事を行

うのかを熊本県のプロジェクトチームにより議論されていますが、いまだ結論が出ていない状

況です。復旧事業となれば、工事には数年かかると見込まれますので、その期間は白水地区の

用水確保ができなくなります。そのため、井戸ポンプ等による用水確保の措置を災害復旧・復

興事業として実施していただくよう、農業団体と連携して国、県に対する要望活動を続けてい

るところであります。 

 また、菊陽町のカントリーエレベーターの復旧については、ＪＡ菊池が類似施設の集約を進

める方針で、カントリーエレベーター利用会の皆様と協議を重ね、検討されているとのことで

あり、注視していきたいと考えています。 

 被災された農業者の支援については、被災農業者向け経営体育成支援事業に取り組んでいる

ところであります。この事業は、今まで農業で頑張ってこられた方々が農業を続けられること

を条件として、農産物の生産、加工に必要な施設の再建や修繕に対する助成や、被災した農業

施設の撤去についての補助を行うものであります。現在、相談件数は170件で、そのうち対象

事業として該当しそうな件数は91件となっています。対象事業となるものは現地確認を行うこ

ととしております。 

 次に、商工業者に対する支援について報告いたします。 

 熊本地震対応事業として、熊本県では、被災された中小企業者等の施設、設備の復旧、整備

並びに商業機能の復旧促進を支援するため、平成28年度中小企業等グループ施設等復旧整備補

助事業を実施されています。この制度は、東日本大震災で誕生し、今回が２度目の適用となる
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商工業者向けの支援制度で、補助率は４分の３で、限度額は１件15億円となっています。本町

としましても、事業の周知を行うとともに、菊陽町商工会と連携して、被災された本町の中小

企業者の事業者があまねく補助を受けられるよう丁寧な支援を続けてまいります。 

 次に、国、県等に対する要望活動について報告いたします。 

 要望活動というのは、要望先に間違わずに支援の必要性を訴えていくことが重要であり、本

町の現状を分かりやすく的確に説明し、 大限の支援をお願いしてまいりました。まず、５月

20日に、大津町と一緒に菊池郡町村会からの要望書を熊本県等に対して提出し、復旧・復興に

係る財政措置をはじめ、公共土木、農業関連、清掃・災害廃棄物、医療・福祉、地域産業、教

育環境、社会教育、行政庁舎等の早期復旧の支援を要望しています。その後も、各大臣をはじ

め関係機関十数か所に対する要望活動を、その時期を見計らいながら数日間かけて行い、より

一層の支援と協力をお願いしたところであります。この要望活動の一部には、議会で設置して

いただいた災害復旧支援特別委員会の正副委員長も同行していただきました。 

 今後も、復旧・復興に向けての要望活動、特に復旧・復興事業を進めていったときの町の財

政運営に支障を来さないよう、また将来の財政運営が苦しくならないよう、熊本地震財政特別

措置法の成立をはじめとする財政支援について強力に要望していく所存でありますので、議会

におかれましても御理解、御協力をお願い申し上げます。 

 次に、復興計画の策定について報告いたします。 

 熊本地震に伴う災害からの復旧及び復興を迅速かつ計画的に推進するため、菊陽町熊本地震

復旧・復興本部を７月１日に設置いたしました。この本部は、熊本地震からの復旧・復興方針

を定め、復旧・復興計画の策定や復旧・復興施策の確実な実施及び総合調整を行うもので、こ

れまで以上の安全で安心な町を創造することを念頭に置き、本町の持つ特徴や魅力を生かし、

活力を結集するとともに、本町のみならず熊本都市圏において広域的な役割を果たすことを視

野に入れ、復旧・復興し、災害に強い町を目指すため設置したものであります。 

 復旧・復興計画は、総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略と一部重なり、一部補完

し、一部新規となる計画で、震災からの復旧・復興を実現するアクションプランとして策定す

ることとしています。また、復旧・復興計画の策定に当たっては、議会をはじめとして町民、

企業、各種団体、有識者等からの意見及び提案を積極的に取り入れて策定し、この計画をもっ

て国、県との折衝、具体的には国の予算に反映されるよう働きかけをしていきたいと考えてる

ところであります。 

 後に、避難所について報告いたします。 

 避難所及び避難者の状況は、６月２日現在では老人福祉センター、南部町民センターの２か

所の避難所に約20名の方が避難されていましたが、避難者の住宅支援を進め、現在は５世帯の

方が避難所で生活されております。この方々も新しい住居先が決まりましたので、引っ越しを

された後、避難所を閉鎖する見込みであります。 

 今後も、災害復旧・復興対策にスピード感を持って確実に進め、安全で安心できる生活を回
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復し、震災前の生活や事業活動を取り戻して、加えて、一歩進んで将来につながる復興を力強

く進めてまいりたいと考えています。今後とも、議員各位の御理解、御協力をお願いいたしま

して、行政報告とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（渡裕之君） 行政報告を終わります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第５ 町長提出議案第３５号を議題 

○議長（渡裕之君） 日程第５、町長の提出議案第35号を議題とします。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第６ 町長の提案理由の説明 

○議長（渡裕之君） 日程第６、ただいま議題としました議案に対する町長の提案理由の説明を

求めます。 

 後藤町長。 

○町長（後藤三雄君） それでは、平成28年第１回菊陽町議会臨時会の付議事件について提案理由

を申し上げます。 

 議案第35号は、平成28年度菊陽町一般会計補正予算（第３号）についてであります。 

 ６月の定例会で補正予算について可決いただきましたが、平成28年熊本地震に伴う急を要す

る災害復旧関係の予算が必要となりましたので、補正をお願いするものであります。 

 内容は、歳入歳出予算の総額に２億8,923万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を151億

301万2,000円と定めるものであります。 

 歳入の主なものは、地方交付税を6,012万1,000円、国庫支出金を8,427万6,000円、県支出金

を8,543万4,000円増額するものであります。 

 一方、歳出の主なものは、消防費を１億5,975万4,000円、災害復旧費を１億2,738万7,000円

増額するものであります。 

 災害関連の補正予算は今回で３回目になりますが、平成28年熊本地震に対する財政負担につ

いて少し説明をいたします。 

 大震度７が連続した熊本地震については、耐震基準で想定されています以上の地震であっ

たため、甚大な被害となっています。本町でも、震度５強の前震、震度６弱の本震により、耐

震工事を実施していた施設についても損壊しております。損壊した施設等の復旧には多額の財

政負担が必要となっており、今回の補正予算も含めて予算総額で約18億9,000万円、そのうち

一般財源での対応が約２億8,000万円、特定財源であります町の借金となる町債は５億8,000万

円となり、町が負担する合計額は８億6,000万円となります。 

 また、今後は町税の減免等による減収も発生し、減収に対応するためには歳入欠陥債での対

応も必要となりますが、これも町の借金となるものであります。歳出では、今後、役場庁舎や

町民体育館、中央公民館などの災害復旧費が必要となり、総額で10億円を超える可能性があ

り、しかもこの復旧費については現在の災害復旧のための支援の制度では国の補助が受けられ
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ず、一般財源と町債での対応となる可能性があります。本町では、急激な人口に伴う施設整備

や耐震補強が必要であったこともあり、それに伴う町債残高も年々増加してきました。この町

債残高に加えて災害復旧のための町債の増加は、今後、非常に大きな財政負担となります。平

成７年に発生した阪神・淡路大震災の際の借金返済にいまだ苦しんでいる自治体もあるようで

す。 

 このようなことから、今後の町の財政運営について 大限の注意を払いながらこれからの復

旧・復興に全力で取り組めるよう、国、県等に対して、復旧・復興に対する特別措置法の立法

など直接的な財政支援を要望してるところであります。つきましては、町議会としても、国、

県等への復旧・復興に対する財政支援の働きかけにつきまして御協力いただきますようよろし

くお願い申し上げます。 

 以上、議案の要旨のみについて申し上げましたが、詳細につきましては議案審議の際に御説

明いたしますので、御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（渡裕之君） 提案理由の説明を終わります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第７ 議案第３５号 平成２８年度菊陽町一般会計補正予算（第３号）について 

○議長（渡裕之君） 日程第７、議案第35号平成28年度菊陽町一般会計補正予算（第３号）につ

いてを議題とします。 

 財政課長、説明を求めます。 

○財政課長（東 桂一郎君） おはようございます。 

 議案第35号平成28年度菊陽町一般会計補正予算（第３号）について御説明申し上げます。 

 町長の提案理由にありましたように、熊本地震に伴う急を要する災害復旧関係の予算が必要

となりましたので、補正をお願いするものです。 

 内容につきましては、主なものについて御説明申し上げ、詳細につきましては御質問に応

じ、担当課長等がお答えしますので、よろしくお願いいたします。 

 まず、１枚めくっていただき、１ページをお開きください。歳入歳出予算の補正は、第１条

で歳入歳出予算の総額に２億8,923万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を151億301万

2,000円と定めるものであります。第２条では、地方債の追加及び変更を第２表で定めていま

す。 

 ２ページ、３ページは、第１表の歳入歳出予算補正ですが、内容は５ページ以降の補正予算

に関する説明書の中で説明いたします。 

 ４ページをお開きください。第２表の地方債補正の１の追加で、災害等廃棄物処理事業を追

加し、限度額を1,500万円とするものです。また、２の変更で、補助災害復旧事業について限

度額を440万円増額し、２億4,650万円に変更するものです。合計しますと、1,940万円を増額

し、平成28年度の地方債の限度額を17億1,370万円とするものであります。 

 ６ページをお開きください。補正予算に関する説明書の歳入歳出補正予算事項別明細書でご
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ざいます。 

 まず、総括の歳入です。款の12地方交付税を6,012万1,000円増額、款の16国庫支出金を

8,427万6,000円増額、款の17県支出金を8,543万4,000円増額、款の20繰入金を4,000万円増

額、款の23町債を1,940万円増額しております。 

 以上、歳入合計は、補正額として２億8,923万1,000円の増額となり、総額は151億301万

2,000円となります。 

 ７ページを御覧ください。歳出になります。款の２総務費を57万3,000円増額、款の３民生

費を115万1,000円増額、款の４衛生費を265万1,000円増額、款の８土木費を６万9,000円増

額、款の９消防費を１億5,975万4,000円増額、款の11災害復旧費を１億2,738万7,000円増額、

款の14予備費を235万4,000円減額しています。 

 以上、歳出合計も、補正額として２億8,923万1,000円の増額となり、総額は151億301万

2,000円となります。なお、財源の内訳は記載のとおりでございます。 

 ８ページをお開きください。次は、２の歳入です。款の12地方交付税は、特別交付税を

6,012万1,000円計上しております。これは、激甚災害により、災害等廃棄物処理事業に対して

町負担額の80％が特別交付税措置されることによるものです。 

 款の16国庫支出金、項の２国庫補助金、目の９災害復旧費国庫補助金、節区分の３衛生災害

復旧費補助金は、災害等廃棄物処理事業費補助金を7,515万2,000円計上しています。補助率は

50％になります。節区分の４農林水産業災害復旧費補助金は、農地・農業用施設災害復旧事業

補助金を912万4,000円計上しています。これは、堀川12号揚水機場の災害復旧に対する補助金

で、補助率は65％になります。 

 款の17県支出金、項の２県補助金、目の９災害復旧費県補助金、節区分の１農林水産業災害

復旧費補助金は、被災農業者向け経営体育成支援事業補助金を8,543万4,000円計上していま

す。これは、被災農業者向けの施設撤去費や施設等復旧費に対する補助金であります。補助率

は、施設撤去費が75％、施設等復旧費が70％になります。なお、この補助率の中には国の補助

率50％が含まれております。 

 ９ページを御覧ください。款の20繰入金は、一般財源の不足から財政調整基金繰入金を

4,000万円増額し、財政調整基金繰入金の計を７億1,000万円としております。当初予算では、

財政調整基金繰入金は４億2,000万円でしたので、災害復旧関係で２億9,000万円の財政調整基

金を繰り入れることになります。 

 款の23町債は、災害復旧債を1,940万円増額しております。第２表の地方債の補正で説明し

ましたとおり、２件の事業について計上しております。補助災害復旧事業の440万円は、堀川

12号揚水機場の災害復旧に対する町債であります。この町債は、借入額を毎年度返済する際の

元金と利息、いわゆる元利償還金の95％が後年度に普通交付税で措置される町債であります。

ただし、普通交付税の計算上、基準財政需要額に算入されるというものであり、財源が保障さ

れるものではありません。次に、災害等廃棄物処理事業の1,500万円は、先ほど、災害等廃棄
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物の処理に対し、町負担分の80％について特別交付税措置がされると説明いたしましたが、そ

の残りの20％に対して借り入れるものであります。元利償還金の57％について、後年度に特別

交付税として措置されるものであります。 

 なお、災害復旧債は、第１号補正の３億5,330万円と第２号補正の１億3,830万円により補正

前の額が４億9,160万円で、今回の補正額1,940万円により、災害復旧債の合計額は５億

1,100万円になります。また、第１号補正で計上した県災害援護資金貸付金7,180万円と合計す

ると、災害関係の町債額は５億8,280万円になります。 

 10ページをお開きください。次は、３の歳出です。款の２総務費、項の１総務管理費、目の

１一般管理費は、国に対する復旧・復興に係る特別な財政措置等の要望活動のため、特別旅費

を57万3,000円計上しております。 

 11ページを御覧ください。款の３民生費、項の１社会福祉費、目の１社会福祉総務費は、災

害弔慰金と災害障害見舞金の支給審査に関する予算を115万1,000円計上しております。 

 12ページをお開きください。款の４衛生費、項の１保健衛生費、目の１保健衛生総務費は、

災害時要援護者等を対象とする心のケアサポート事業に関する予算を265万1,000円計上してお

ります。 

 13ページを御覧ください。款の８土木費、項の４住宅費、目の１住宅管理費は、光の森多目

的広場に完成した仮設住宅の入居者代表に対する報酬を６万9,000円計上しております。町か

らの文書等の配付や施設の管理、入居者の意見等の連絡調整など、町とのパイプ役を担ってい

ただくためのものであります。 

 14ページをお開きください。款の９消防費、項の１消防費、目の４防災管理費は、節区分の

12役務費で要援護者被災住家へのブルーシート再設置手数料を900万円、節区分の13委託料で

災害ごみ処理委託料を１億5,030万4,000円計上しています。災害ごみ処理委託料の財源内訳

は、歳入のところでも説明いたしましたが、国の補助金が7,515万2,000円、地方債が1,500万

円、一般財源が6,015万2,000円となります。なお、一般財源のうち6,012万1,000円は特別交付

税となります。次の損壊家屋解体撤去事業につきましては、事業実施方法の決定により、補助

金から委託料と負担金に予算の組み替えをしております。 

 15ページを御覧ください。款の11災害復旧費、項の１農林水産業施設災害復旧費、目の１農

林災害復旧費は、節区分の15工事請負費で堀川12号揚水機場の災害復旧工事を1,403万9,000円

計上しております。財源内訳は、国の補助金が912万4,000円、地方債が440万円、一般財源が

51万5,000円となります。次に、節区分の19負担金、補助及び交付金で、被災農業者向け経営

体育成支援事業として施設撤去費や施設等復旧費の補助金を１億1,008万5,000円計上しており

ます。財源内訳は、国県補助金が8,543万4,000円、一般財源が2,465万1,000円となります。な

お、この一般財源は、町負担分として財政調整基金繰入金を財源としていることになります。 

 項の２公共土木施設災害復旧費、目の１公共土木災害復旧費は、町営住宅へのブルーシート

再設置委託料を120万円計上しております。 
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 16ページをお開きください。項の５その他公共施設・公用施設災害復旧費、目の１公共施設

災害復旧費は、三里木町民センター等の施設修繕費を206万3,000円計上しています。 

 17ページを御覧ください。款の14予備費は、調整のため235万4,000円を減額し、計を１億

607万3,000円としております。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（渡裕之君） 説明は終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 討論なしと認めます。 

 これから採決を行います。 

 議案第35号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

○議長（渡裕之君） 全員賛成です。したがって、議案第35号は原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第 ８ 発委第１号 平成２８年熊本地震からの復旧・復興に係る農商工事業者の支援事 

              業の特別な措置を求める意見書案について 

  日程第 ９ 発委第２号 平成２８年熊本地震からの復旧・復興に係る特別な財政措置を求め 

              る意見書案について 

  日程第１０ 発委第３号 被災者生活再建支援法の改正を求める意見書案について 

○議長（渡裕之君） 日程第８、発委第１号平成28年熊本地震からの復旧・復興に係る農商工事

業者の支援事業の特別な措置を求める意見書案、日程第９、発委第２号平成28年熊本地震から

の復旧・復興に係る特別な財政措置を求める意見書案、日程第10、発委第３号被災者生活再建

支援法の改正を求める意見書案の３件を一括議題といたします。 

 この議案は、平成28年熊本地震災害復興支援特別委員長上田茂政君から提出されたものであ

ります。 

 委員長、趣旨の説明をお願いします。 

○平成２８年熊本地震災害復興支援特別委員長（上田茂政君） ３つの意見書は、６月定例議会で

設置されました平成28年の熊本県地震災害復興支援特別委員会がまとめた意見でございます

が、意見書案は自席に皆様方に配付されておりました。それでは、説明をいたしたいと思いま

す。 
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 まず、発委第１号平成28年熊本地震からの復旧・復興に係る農商工事業者の支援事業の特別

な措置を求める意見書案の主な内容でございますが、熊本県地震におきましては、被害は熊本

県内の被災地域の農業者や商工業者の活動も完全に停止させるほどの大きな影響を出してお

り、その被害も深刻な様相を呈しています。このような状況の中、国、県含めた関係機関の支

援を受けながら復旧・復興に向けて前に進んでいますが、完全な復興が明確になるまでには、

支援施策の実施期間を確保するとともに、被災した農商工業者のニーズに対応した制度の拡充

及び弾力的な運用の実施を強く要望するものでございます。 

 次に、発委第２号平成28年熊本地震からの復旧・復興に係る特別な財政措置を求める意見書

案の主な内容は、地震発生から直後、県、国をはじめ関係者の協力を得ながら町を挙げて全力

で対応してきて、16億円の予算措置を行っていますが、今後、復旧・復興に向けた対応を踏ま

えると、到底、現行の国庫補助制度や地方財政制度の下では地震復興が行えない状況であり、

新たな補助制度の創設や補助率のかさ上げなど、財政措置及び地方負担分が極小化するための

特別交付税の別枠措置として、財政負担などに係る特別な立法措置を要望するものです。 

 後に、発委第３号被災者生活再建支援法の改正を求める意見書案でございます。今回の熊

本地震は、 大震度７の激震が２回発生し、震度６あるいは５クラスの揺れを含む１以上の余

震が1,800回発生するなど、これまで経験したことのない地震であり、全壊世帯、大規模半壊

世帯も多数及ぶなど、その被害は深刻な様相を呈しており、被災した住民の生活再建のために

は、特に住宅再建に対する手厚い支援及び制度を拡充するための措置を要望するものでござい

ます。 

 この件につきまして、先ほど皆様方にお配りしましたとおりでございますが、以上、地方自

治法第99条の規定により意見書を皆様方と一緒に提出をさせていただきます。 

 平成28年７月14日。菊陽町議会議長渡裕之。 

 衆議院議長大島理森様、参議院議長山崎正昭様、内閣総理大臣安倍晋三様、農林水産大臣森

山裕様、経済産業大臣林幹雄様。 

 皆様方の御賛同をよろしくお願いを申し上げまして、発委に対する趣旨の説明を終わりま

す。 

 以上です。 

○議長（渡裕之君） 説明を終わります。 

 これから議案ごとに質疑、討論、採決を行います。 

 発委第１号平成28年熊本地震からの復旧・復興に係る農商工事業者の支援事業の特別な措置

を求める意見書案について質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 
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 討論はございませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 討論なしと認めます。 

 これから採決を行います。 

 発委第１号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

○議長（渡裕之君） 全員賛成です。したがって、発委第１号は原案のとおり可決されました。 

 発委第２号平成28年熊本地震からの復旧・復興に係る特別な財政措置を求める意見書案につ

いて質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 討論なしと認めます。 

 これから採決を行います。 

 発委第２号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

○議長（渡裕之君） 全員賛成です。したがって、発委第２号は原案のとおり可決されました。 

 発委第３号被災者生活再建支援法の改正を求める意見書案について質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡裕之君） 討論なしと認めます。 

 これから採決を行います。 

 発委第３号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

○議長（渡裕之君） 全員賛成です。したがって、発委第３号は原案のとおり可決されました。 

 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

 これで平成28年第１回菊陽町議会臨時会を閉会いたします。 

 御苦労さまでした。 



- 17 - 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              閉会 午前10時49分 

 

   上記会議次第は事務局長の記載したものであるが、その内容が正確であることを証するため 

  にここに署名します。 

    平成  年  月  日 

              菊陽町議会議長  渡  裕 之 

 

              菊陽町議会議員  上 田 茂 政 

 

              菊陽町議会議員  小 林 久美子 

 



平成　　年第　　回　　月臨時会

発行人　菊 陽 町 議 会 議 長

編集人　菊陽町議会事務局長

印　刷　株式会社

平成　　年　　月発行

菊 陽 町 議 会 事 務 局
〒８６９-１１９２　熊本県菊池郡菊陽町大字久保田２８００

電 話（０９２）８３１－０７００（代表）

電　話（代）（０９６）２３２－２１１１
議会事務局ＴＥＬ（０９６）２３２－４９１９

１ ７

菊 陽 町 議 会 会 議 録

７

渡 　 裕 之
　 堀 　 行 徳

九州支社

２８

２８


	菊陽町Ｈ28年７Ｒ【下45】
	菊陽町Ｈ28年７Ｒ中扉①
	343404_菊陽町Ｈ28年７Ｒ１〆
	菊陽町Ｈ28年７Ｒ奥付【下45：中央109】


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


